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上
古
以
来
、
糀
世
及
び
臨
時
の
開
に
つ
い
て
は
、
其
の
記
事
の
剛
史
に
見
は
れ
る
も
の
紗
く
な
い
。
殊
に
三
開
に
つ
い

て
然
り
で
あ
り
、
海
開
に
つ
い
て
も
刑
様
で
あ
る
。
し
か
し
海
關
の
亜
要
性
を
雑
ぷ
る
に
至
っ
た
の
は
、
中
仙
以
来
關
料

を
徴
收
す
る
や
う
に
な
っ
た
か
ら
で
、
兵
庫
關
上
下
、
及
び
淀
關
、
共
の
他
瀬
戸
内
海
、
及
び
淀
川
等
の
海
河
雨
上
の
淵

は
皆
然
り
で
あ
る
。
九
州
↓
と
中
閲
ど
の
境
堺
に
糊
る
門
司
瀕
戸
に
は
、
北
に
赤
Ⅷ
開
あ
り
、
南
に
門
司
關
あ
り
、
相
對
し

て
ゐ
る
。
赤
川
淵
は
も
ざ
中
岡
の
海
岸
を
廻
航
す
る
船
に
對
す
る
も
の
、
門
司
淵
は
九
州
及
び
川
風
の
一
部
の
海
岸
を
廻

航
す
る
船
に
對
し
て
世
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

天
平
十
八
年
七
Ⅱ
二
十
一
Ⅲ
、
太
政
官
よ
り
符
を
太
宰
府
に
下
し
て
官
人
、
百
姓
、
商
旅
の
徒
豊
前
風
の
革
野
、
幾
後

剛
の
岡
埼
及
び
坂
門
等
の
津
よ
り
、
意
に
任
せ
て
往
還
し
、
樋
に
剛
物
を
消
す
、
自
今
以
後
厳
に
禁
断
を
加
ふ
。
但
し
豊

後
、
日
向
等
の
剛
の
兵
術
、
釆
女
の
登
物
に
し
て
人
物
を
洲
途
す
る
船
、
風
埼
雅
に
取
っ
て
往
来
す
る
新
は
禁
限
に
あ
ら

す
、
此
れ
を
除
く
以
外
は
威
禁
断
す
、
云
さ
乙
令
し
て
ゐ
る
。
（
熱
米
三
代
桁
）
太
宰
府
、
こ
し
て
は
此
の
令
に
依
て
、
厳

門
司
剛
と
司
司
氏

門

司
關
と
門
司
氏

（
一
）
門
司
關

」

長
沼
賢

海



I1

上
巾
し
て
撒
津
岡
司
が
過
所
を
勘
松
す
る
に
備
り
、
過
所
及
び
過
所
に
對
す
る
門
司
關
の
勘
過
證
を
有
せ
ざ
る
新
は
厳
し

く
法
に
依
て
科
衝
す
れ
ば
、
舞
源
自
ら
浦
み
、
越
度
も
亦
恩
ま
ん
云
産
、
こ
、
こ
れ
を
大
政
官
に
請
う
に
．
所
が
太
政
官
は

延
暦
十
五
年
十
一
川
二
十
一
日
、
幾
前
豊
後
の
三
津
よ
り
上
る
公
私
の
船
は
「
門
司
を
維
る
こ
さ
を
要
せ
す
、
但
し
過
所

は
依
然
太
宰
府
の
給
附
す
る
所
ご
な
す
べ
し
↑
乙
令
し
婿
（
瀬
聚
三
代
格
）
此
の
時
の
符
の
中
に
「
承
前
所
禁
、
不
し
在
二

総
限
、
長
円
、
伊
豫
等
剛
亦
症
承
知
」
、
こ
あ
る
。
此
所
に
特
に
長
門
の
岡
を
し
て
こ
れ
を
承
知
せ
し
め
仁
の
は
、
赤
Ⅲ
關

が
あ
る
か
ら
で
あ
ら
う
。
伊
豫
幽
を
し
て
承
知
せ
し
め
た
の
は
、
從
來
伊
豫
風
の
閥
北
部
の
船
は
上
り
海
路
は
九
州
の
來

岸
に
つ
堅
Ｌ
北
上
し
、
門
司
關
を
通
過
し
て
東
上
し
て
ゐ
仁
が
爲
め
で
あ
り
、
此
の
時
以
後
は
坂
門
か
ら
直
に
東
上
す
る

こ
さ
を
許
さ
れ
る
こ
さ
に
な
っ
た
が
鰯
め
で
あ
ら
う
。

豊
前
、
豊
後
の
三
津
ご
あ
る
豊
前
の
草
野
洋
は
「
カ
ャ
ノ
」
、
ご
風
史
大
系
本
三
代
格
に
傍
注
あ
ｎ
ご
い
か
瞳
。
和
名
紗

ク
サ
ノ

豊
前
剛
仲
津
郡
靭
野
郷
あ
り
、
草
野
津
は
今
の
行
橋
の
附
近
な
る
べ
く
、
豊
前
の
奥
地
か
ら
内
海
に
肌
る
要
津
で
あ
っ
た

こ
、
こ
、
今
の
地
理
に
徴
し
て
も
明
か
で
あ
る
。
蓑
品
は
共
の
沖
頭
に
あ
り
、
中
枇
以
来
海
賊
の
根
擴
地
を
筋
し
て
ゐ
に
の

も
、
恐
ら
く
こ
の
津
を
控
へ
て
ゐ
だ
か
ら
で
あ
ら
う
。
風
埼
津
は
今
の
半
島
の
東
部
の
幽
東
村
か
。
こ
上
は
郡
名
の
元
を

な
し
、
郡
衙
の
あ
り
し
所
か
。
然
ら
ば
岡
埼
津
は
凡
そ
今
の
僻
川
町
の
逢
に
識
れ
る
か
。
坂
門
の
門
は
淵
の
意
で
あ
ら
う

か
ら
、
坂
門
は
坂
ノ
門
即
ち
坂
ノ
關
な
る
・
べ
く
、
坂
門
津
は
今
の
佐
殻
開
ノ
津
、
即
ち
佐
批
關
町
に
術
ろ
で
あ
ら
う
。
上

Ⅷ
司
關
と
門
司
氏
こ

し
く
取
締
る
の
で
あ
る
が
、
猫
ほ
上
記
三
港
に
は
舞
徒
多
く
蒋
來
の
越
度
（
關
所
破
り
）
を
禁
断
す
る
こ
さ
を
得
手
。
又

過
所
を
有
す
亡
雌
も
、
黒
前
門
司
關
を
經
寺
、
此
の
如
き
徒
成
難
波
に
集
っ
た
。
こ
比
に
於
て
延
暦
年
中
、
太
宰
府
よ
り
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古
、
航
海
の
術
甚
泊
幼
稚
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
・
九
州
及
び
川
閏
の
西
海
岸
か
ら
東
上
す
る
に
は
、
必
ず
九
州
の
束
海
岸

に
添
う
て
門
司
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
祁
武
天
皇
の
御
東
征
の
航
路
も
、
之
れ
に
從
っ
て
ゐ
る
の

は
そ
の
爲
め
で
も
あ
っ
た
ら
う
。
然
る
に
遥
唐
船
の
往
来
す
ら
頻
繁
ご
な
る
や
う
に
な
っ
て
も
、
猶
必
、
ず
此
の
航
路
を
取

ら
し
め
る
と
い
ふ
事
は
、
不
自
然
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
叉
一
つ
に
は
天
平
以
来
宇
佐
八
幡
の
勢
力
が
弧
大
さ
な
り
、

其
の
所
領
の
蚊
も
多
か
っ
た
九
州
の
東
牛
ご
上
方
ざ
の
往
來
が
瀕
繁
ご
な
り
、
九
州
東
岸
の
舟
は
東
上
す
る
自
由
の
航
路

を
得
よ
う
・
と
し
た
の
で
あ
ら
う
。
か
く
て
太
宰
府
・
は
門
司
を
管
し
て
同
地
の
開
を
通
過
せ
し
め
よ
う
さ
し
た
が
、
延
暦
年

中
に
至
っ
て
、
豊
前
、
幾
後
の
上
記
三
郡
に
道
を
取
る
船
は
齊
規
を
改
め
て
直
接
三
津
か
ら
東
上
し
、
門
司
を
越
度
す
る

中
に
至
っ
て
、
豊
前
、
幾
後
（

こ
さ
を
鱸
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
件
に
依
て
知
る
こ
さ
を
得
た
大
き
な
事
は
、
門
司
閥
が
川
風
、
九
州
に
於
け
る
海
關
中
妓
亜
要
性
を
有
す
る
ご

い
ふ
こ
さ
で
あ
る
。
門
司
の
意
は
關
司
に
し
て
、
門
司
關
・
こ
い
ふ
名
稲
は
、
門
ご
關
ご
砿
複
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
Ｌ

を
単
に
閥
ご
い
ひ
、
赤
Ⅲ
開
の
如
き
塒
別
名
の
遡
ら
な
か
っ
た
事
に
徴
し
て
も
そ
の
販
要
性
が
察
せ
ら
れ
る
。
‐
而
し
て
今

開
衙
の
所
在
地
や
關
司
の
官
制
等
に
つ
い
て
は
、
こ
上
に
知
り
得
・
べ
き
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
か
。

關
衙
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
姑
く
措
き
、
こ
上
に
知
り
た
い
の
は
關
司
の
役
制
で
あ
る
。
凡
そ
開
に
は
赤
冊
の
例
に
徴

し
て
若
干
の
兵
備
は
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
．
怪
門
の
雌
兒
は
關
所
に
鯉
か
れ
た
、
こ
あ
る
。
（
延
蒋
式
）
煽
武
天
皇
延
暦
八

年
三
淵
を
雁
し
、
兵
器
綴
食
は
剛
府
に
、
館
舍
は
便
利
の
郡
に
移
し
建
て
し
め
ら
れ
に
（
綾
Ｈ
本
紀
）
こ
さ
が
あ
る
。
既

に
兵
備
あ
り
、
倣
舍
あ
り
、
こ
れ
が
管
理
は
勿
論
開
の
所
在
剛
の
倒
衙
の
司
配
す
る
所
で
あ
り
、
九
州
で
は
更
に
太
宰
府

門
司
閲
と
門
司
氏
三
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を
委
細
宇
佐
に
注
進
し
、
宇
佐
宮
よ
り
こ
れ
を
太
宰
府
に
牒
し
て
紛
争
を
惹
起
し
て
一
の
に
。
然
る
に
其
の
後
宇
佐
宮
か

ら
祁
供
の
装
束
米
百
十
五
石
二
斗
、
内
仲
津
郡
五
十
石
、
下
毛
郡
五
十
石
を
微
收
せ
ん
ざ
し
て
、
宮
使
一
笹
派
謎
す
る
や
、

良
方
は
装
束
米
は
太
宰
帥
の
館
料
米
を
掠
領
せ
る
も
の
な
り
壱
ご
云
っ
て
、
そ
の
微
收
を
妨
げ
、
且
つ
こ
れ
を
府
に
訴
へ

た
。
府
は
検
非
逹
使
豊
剛
公
職
を
し
て
剛
司
に
燗
れ
る
こ
、
こ
を
せ
す
、
世
に
閏
府
使
の
不
入
地
に
侵
入
せ
し
め
、
宇
佐
大

宮
司
大
祁
邦
利
を
禁
間
し
た
。
依
て
宇
佐
宮
か
ら
こ
れ
を
太
政
官
に
訴
へ
た
の
で
あ
る
。
此
の
事
件
の
始
末
に
つ
い
て
は

和
清
水
文
普
別
に
所
見
は
な
い
が
、
日
本
紀
略
に
擴
れ
ば
、
寛
弘
元
年
（
長
保
六
年
）
三
川
宇
佐
宮
の
命
婦
祁
人
等
が
京

都
に
抑
上
り
、
二
十
川
日
陽
明
門
に
参
入
し
て
太
宰
椛
帥
平
唯
仲
を
訴
へ
化
・
訴
の
趣
き
は
、
椛
帥
帷
仲
が
宇
佐
宮
の
喪

殴
を
封
じ
た
か
ら
、
宜
し
く
椎
問
使
を
下
向
せ
し
め
ら
れ
に
い
ざ
い
ふ
の
で
あ
っ
た
。
尋
で
朝
廷
は
右
衞
門
佐
孝
忠
を
推

間
使
ざ
し
て
下
向
せ
し
め
ら
れ
に
。
そ
の
後
閏
九
川
一
日
に
邦
利
は
門
司
別
術
粂
方
を
殺
害
し
た
。
錠
方
、
良
方
乙
、
石

清
水
文
書
ご
紀
略
と
一
致
し
な
い
。
恐
ら
く
紀
略
の
誤
り
で
あ
ら
う
。
誰
で
十
二
川
椛
帥
惟
仲
は
停
任
毒
こ
な
り
、
翌
年
三

川
蕊
去
し
鳴
小
右
記
に
「
宇
佐
宮
降
詠
欺
」
、
こ
あ
る
。
か
く
て
宇
佐
宮
の
全
勝
に
終
っ
た
が
、
宇
佐
の
動
乱
は
猫
ほ
止

ま
な
か
っ
た
ご
見
え
、
間
も
な
く
喪
殿
の
焼
失
等
、
事
件
が
絶
え
な
か
つ
仁
。

こ
の
攻
争
は
単
な
る
宇
佐
宮
ご
太
宰
府
ざ
の
問
題
で
は
な
く
、
宇
佐
宮
の
内
部
の
攻
争
も
係
っ
て
ゐ
に
や
ぅ
で
あ
る
。

同
宮
の
命
姉
や
祁
人
等
が
上
京
し
て
陽
明
門
に
参
入
し
た
こ
、
こ
を
御
堂
關
向
記
に
鋒
し
て
「
又
是
邦
利
方
．
－
ご
あ
り
、
次

に
「
帥
方
彼
椛
宮
司
臨
海
又
参
、
共
装
韮
奇
、
赤
烏
帆
子
粁
等
候
、
女
左
近
府
門
瀧
頭
幡
布
、
其
下
二
三
人
塞
著
」
ご
見

え
て
ゐ
る
。
こ
の
一
行
も
矢
張
り
出
女
で
抑
懸
け
た
も
の
ら
し
い
。
こ
型
で
塒
に
注
意
す
べ
菅
こ
ぐ
」
は
、
大
宮
司
大
川
利

凹
司
關
と
門
司
氏
↑
五

Ｉ

Ｌ

、

d
】
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、

そ
れ
は
本
朝
無
題
詩
に

過
叩
門

門
司
關
と
門
司
氏
六

邦
方
さ
、
椎
宮
司
宇
佐
致
海
方
ご
が
相
手
ひ
、
椛
帥
平
惟
仲
は
致
海
を
援
け
て
相
争
っ
た
も
の
で
あ
り
、
良
方
は
邦
利
方

に
低
Ｌ
殺
さ
れ
ざ
」
、
こ
が
分
明
で
あ
る
。
さ
れ
ば
門
司
別
術
艮
方
は
樅
宮
司
方
で
あ
る
こ
ど
も
想
像
に
難
く
な
い
。
而
し

て
佐
伯
氏
は
豊
後
の
古
族
で
あ
り
、
宇
佐
宮
の
開
係
蒋
で
あ
ら
う
。
佐
伯
氏
が
雨
派
の
内
何
れ
の
所
脇
で
あ
っ
て
も
今
多

く
問
題
ご
す
る
所
で
は
な
い
が
、
門
司
關
の
別
術
職
が
宇
佐
宮
の
祠
官
ご
机
通
じ
て
ゐ
た
さ
恩
は
れ
る
佐
伯
氏
の
任
命
を

兄
て
ゐ
た
こ
ご
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

門
司
は
前
に
も
述
べ
た
如
く
九
閏
及
び
川
剛
の
一
部
の
海
上
の
細
開
門
で
あ
り
、
そ
の
關
司
が
亜
要
な
役
目
ざ
な
り
、

特
に
別
柑
の
名
を
稲
す
る
に
至
っ
た
。
御
堂
關
白
記
に
門
司
別
糊
の
こ
ざ
を
門
司
開
司
ご
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
宇
佐
宮

の
勢
力
下
に
あ
る
に
至
っ
た
事
怖
は
如
何
。
但
し
宇
佐
の
就
領
は
九
州
に
充
滿
し
て
ゐ
に
。
就
中
豊
前
、
幾
後
、
ｎ
向
に

於
て
蚊
も
多
く
、
門
司
の
所
脇
郡
企
救
郡
に
も
多
か
っ
た
こ
、
ご
宇
佐
大
鏡
に
依
て
知
ら
れ
る
。
石
清
水
文
書
所
收
宇
佐
宮

彌
勒
寺
喜
多
院
所
領
庄
薗
之
Ⅲ
事
（
年
號
川
Ｈ
な
し
）
に
筑
前
國
少
倉
庄
一
千
五
丁
ご
あ
り
、
豊
前
の
小
倉
庄
で
あ
ら
う
。

宇
佐
の
勢
力
が
門
司
關
に
及
ん
だ
の
は
上
記
の
如
く
そ
の
宮
寺
の
莊
園
が
円
司
を
包
幽
し
て
ゐ
に
こ
さ
に
も
曲
る
で
あ

ら
う
。
又
宇
佐
使
の
往
来
が
繁
く
な
り
、
‐
そ
の
沿
迩
に
は
各
地
の
八
幡
宮
も
此
甑
か
ら
並
び
祀
ら
れ
た
で
あ
ら
う
。
門
司

八
幡
な
ど
も
そ
の
一
で
は
あ
る
ま
い
か
。
門
司
八
幡
の
宮
司
は
宇
佐
の
祠
官
の
名
家
の
一
つ
で
あ
る
大
祁
氏
で
あ
る
。
か

う
し
た
關
係
か
ら
も
宇
佐
の
勢
力
が
門
司
に
及
ん
だ
で
も
あ
ら
う
。
今
こ
の
黙
に
つ
き
更
に
老
ふ
く
苔
一
史
料
が
あ
る
。

1

司
關
述
川
誠

Ｌ
Ｉ

》



１
１

西
鎭
古
關
經
過
程
画
一
零
着
欲
し
絢
備
門
司
關
名
因
し
例
雌
し
加
レ
轄
肺
牒
有
倣
不
レ
蝉
衝
締
諦
融
諦
磯
し
螺

獅
罐
鋤
山
蛎
二
順
秋
川
色
、
江
傅
三
峡
暁
波
蕊
繊
松
沙
車
朝
猶
基
唯
似
證
州
後
レ
素
成

さ
あ
る
。
同
じ
く
韮
獅
の
紫
屋
雅
の
詩
が
同
書
に
見
え
『
そ
の
詩
の
注
に
一
‐
往
年
随
養
親
、
路
次
此
泊
」
、
こ
あ
り
、
又
右

詩
に
門
司
例
に
因
て
警
笹
加
ふ
さ
雌
さ
め
る
に
徴
し
『
韮
祁
は
少
尋
こ
も
一
震
門
司
笹
往
復
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
安
樂
寺
菅

原
廟
に
も
詣
し
、
西
府
流
永
算
斗
ね
、
病
を
治
し
て
逗
皿
畑
噸
年
に
及
ん
で
ゐ
る
。
又
こ
の
詩
に
脊
椎
の
行
牒
威
椛
日
域
に

洲
つ
ご
い
ふ
何
か
あ
る
。
蓮
祁
は
呑
椎
宮
の
朋
笹
群
び
て
両
岡
に
來
航
し
↑
卜
の
で
あ
ら
う
か
。
行
牒
さ
は
香
椎
行
き
に
開

す
る
役
所
の
牒
の
意
か
。
呑
椎
杜
發
行
の
牒
電
こ
い
ふ
事
を
聞
か
な
い
。
又
は
呑
椎
行
き
に
開
す
る
朝
廷
の
牒
の
意
味
か
。

朝
野
群
城
太
宰
幸
府
の
條
に
宇
佐
恢
笹
遮
迭
す
・
ぺ
・
言
牒
壷
ご
題
し
、
減
入
所
よ
り
太
宰
府
に
宛
て
仁
牒
及
び
赦
人
所
よ
り
諦

剛
に
宛
て
た
牒
ぜ
載
せ
て
一
？
。
。
そ
の
後
の
例
壼
こ
し
て
、
左
の
如
き
職
人
所
の
朧
ぜ
載
せ
て
ゐ
る
。

版
人
所
牒
向
太
宰
府
、
路
次
剛
↓
々

賊
人
所
牒
向
太
宰

唯
供
給
遮
迭
使
等
事

牒
、
件
等
人
、
鰯
令
奉
御
幣
井
祁
喪
於
宇
佐
宮
、

向
之
剛
、
勿
用
魚
狐
、
牒
到
准
牒
、
故
牒

長
暦
Ⅲ
年
十
川
（
以
下
需
病
略
す
）

門
司
洲
と
門
司
氏

1

正
五
位
下
行
左
術
門
椛
佐
藤
原
朝
臣
泰
恋

卜
部
旺
六
位
上
世
柄
禰
行
礎
、
小
舎
二
人
・

發
遥
太
宰
府
、
価
所
仰
如
件
、
路
次
風
、
宜
知
状
供
給
遮
迭
、
但
遼

、

-し
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1

し
、
太
宰
府
に
牒
し
た
も
の
を
所
持
し
て
ゐ
た
か
不
明
で
あ
る
。
何
れ
も
か
く
の
如
き
牒
の
通
川
し
た
こ
さ
他
に
微
證
が

な
い
。
恩
ふ
に
平
安
時
代
に
な
る
ご
呑
椎
宮
ご
宇
佐
宮
ざ
は
塒
に
接
近
す
る
や
う
に
な
っ
て
居
り
、
長
元
五
年
の
字
佐
使

は
香
椎
に
も
奉
幣
し
、
之
れ
を
先
例
、
こ
し
て
、
後
に
も
此
の
事
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。
（
野
府
記
）
平
安
腓
代
初
期
の
経
の

皿
か
ら
、
宇
佐
，
香
椎
同
叶
奉
幣
の
事
例
甚
だ
多
く
な
っ
た
。
（
紋
日
本
後
紀
、
三
代
蛮
鋒
）
石
浦
水
交
課
に
擦
れ
ば
、

、
河
天
皇
の
頃
に
は
「
宇
佐
、
香
椎
使
」
Ｅ
一
所
に
孵
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
て
來
に
。
（
白
河
天
皇
宜
命
）
そ
し
て
脊

椎
に
火
災
あ
れ
ば
こ
れ
を
宇
佐
に
祇
謝
せ
ら
れ
、
宇
佐
石
満
水
に
火
事
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
香
椎
に
祓
謝
せ
ら
れ
て
ゐ

る
。
（
白
河
天
皇
｛
両
箭
）
洞
清
水
ハ
幟
ご
宇
佐
ざ
は
二
祗
一
慨
の
如
き
概
笹
呈
し
、
締
崎
、
宇
美
の
叩
ハ
幡
は
石
浦
の
別
宮

ご
な
る
程
親
し
い
關
係
に
あ
る
。
か
く
て
北
九
州
の
四
大
杜
は
一
大
ブ
ロ
ッ
ク
を
形
成
し
、
九
州
に
於
て
は
宇
佐
は
共
の

眼
王
た
る
が
如
き
槻
を
ロ
エ
し
た
。
蓮
祁
が
香
椎
の
勢
力
、
域
に
猟
つ
き
云
っ
て
ゐ
る
が
、
上
記
の
如
き
形
勢
か
ら
察
し

て
、
芥
椎
の
勢
力
の
背
裁
を
鰯
す
も
の
は
宇
佐
で
あ
る
。
前
に
も
述
べ
た
如
く
太
宰
椛
帥
平
惟
仲
は
宇
佐
の
訴
に
よ
っ
て

北
＄
任
駕
能
め
ら
れ
、
共
の
以
前
長
徳
兀
年
に
は
、
同
じ
く
宇
佐
宮
の
訴
に
依
て
太
宰
火
式
藤
原
佐
理
が
停
め
ら
れ
て
ゐ

る
。
太
宰
府
既
に
宇
佐
の
敵
で
は
な
い
。
円
司
別
術
が
経
に
宇
佐
の
勢
力
下
に
立
つ
の
も
枠
川
然
で
あ
る
。
故
に
韮
祁
が
香

夕

椎
宮
の
勢
威
門
司
の
關
司
を
唯
倒
す
ご
驚
い
て
ゐ
る
が
、
蜜
は
宇
佐
宮
の
勢
力
が
門
司
の
關
司
を
し
て
寛
厳
何
れ
に
も
自

由
に
し
得
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
門
司
の
別
岼
艸
は
太
宰
府
よ
り
も
宇
佐
の
宮
寺
の
勢
力
を
背
景
ざ
し
て
有
力
な
存
在
で

あ
り
、
門
司
ハ
幡
叉
は
宇
佐
の
宮
寺
の
泄
愉
に
依
て
門
司
の
別
横
は
祁
傳
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
ご
恩
は
れ
る
。

門
渕
側
と
Ⅶ
司
湖
八

韮
祁
は
こ
の
牒
に
准
じ
て
芥
椎
宮
か
ら
幽
盈
に
宛
て
た
牒
を
所
持
し
て
ゐ
た
も
の
か
、
或
は
又
朝
廷
よ
り
芥
椎
祇
に
關



（
三
）
門
司
氏
の
起
原

門
司
氏
の
子
孫
は
萩
藩
土
。
こ
し
て
通
り
、
近
年
ま
で
共
の
子
孫
家
系
及
び
家
の
文
書
を
有
し
て
萩
に
居
住
し
て
居
た

が
、
蚊
近
他
に
移
蒋
し
て
経
っ
た
２
じ
、
共
の
文
書
を
閲
読
す
る
機
愈
を
失
っ
た
の
ば
遺
憾
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
於
て

門
司
彌
二
右
衞
門
房
昌
が
、
藩
に
提
川
し
た
「
略
系
井
傅
書
御
判
物
御
奉
評
篤
」
が
山
口
縣
臓
所
赦
の
齊
藩
．
の
書
獅
中
に

遡
っ
て
居
り
、
そ
の
抜
華
は
萩
藩
閥
閲
錐
に
も
收
錐
し
て
あ
る
。
僻
い
か
汰
呂
房
の
書
上
は
文
書
の
読
め
ぬ
も
の
ｌ
棋
窟

で
あ
っ
て
今
讃
破
し
難
い
文
字
が
進
だ
紗
く
な
い
が
、
差
柑
り
之
れ
に
擦
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
書
上
に
擦
れ
ば
門
司

氏
は
大
友
能
直
の
子
親
腸
か
ら
川
仁
や
う
に
系
脚
し
て
あ
る
。
こ
れ
を
左
に
示
す
。

幾
前
門
司
下
血
ｌ
秘
暹

’
１
親
光
ｌ
親
忠
１
１
税
弼
ｌ
親
尚
：
…
．

毛
己
あ
る
。
（
譜
は
す
べ
て
略
す
）
そ
し
て
親
光
を
先
皿
、
こ
し
て
居
る
。
「
親
光
儀
六
波
羅
之
被
準
評
定
衆
」
「
可
爲
豊
前

閏
代
官
之
山
、
開
束
〃
抑
教
書
被
成
下
之
川
、
書
傳
候
へ
共
「
御
教
番
所
持
不
仕
候
」
、
と
あ
る
も
、
其
の
家
系
が
大
友
氏

で
あ
る
↑
ご
い
ふ
誰
跡
は
雀
だ
判
明
で
な
い
。
家
の
文
番
の
雌
も
古
き
も
の
は
左
の
一
通
で
あ
る
。

（
ソ
↓
）

太
政
法
服
坊
雑
掌
宗
慶
巾
、
幾
前
剛
散
在
価
牛
分
喪
保
川
跡
事
訴
状
刑
典
香
如
レ
此
、
早
宗
像
大
宮
司
祁
共
、
守
二
御

下
文
之
』
且
可
レ
致
二
沙
汰
付
宗
慶
一
之
山
候
也
、
価
執
逹
如
件

嘉
暦
川
年
二
川
什
五
Ⅲ
沙
蠅
判

○

Ⅲ
湖
關
と
凹
司
氏
九

○
熊
哩
Ｉ
親
房

１
１
１

■
■
ｒ
ｂ



門
司
關
と
Ⅶ
司
氏
一
○

こ
の
文
書
宛
名
を
逃
し
て
ゐ
る
が
、
太
宰
府
守
謹
所
か
ら
、
豊
前
の
守
護
に
宛
て
に
下
知
壯
で
あ
ら
う
琶
思
は
れ
る
。
宗

像
大
宮
司
ご
祁
共
に
所
理
す
べ
き
こ
さ
語
命
じ
た
に
つ
い
て
は
、
こ
の
所
領
が
宗
像
大
宮
司
家
さ
支
配
上
、
何
か
塒
別
の

開
係
の
あ
っ
た
も
の
か
、
或
は
宗
像
氏
の
海
上
勢
力
が
こ
の
所
領
に
及
ん
で
ゐ
た
に
山
る
も
の
か
明
か
で
な
い
。
宗
像
文

普
巾
に
は
、
何
か
こ
の
事
に
つ
・
さ
、
解
決
を
典
ふ
く
言
史
料
が
な
か
ら
う
か
、
こ
思
っ
て
、
一
雌
捜
索
し
て
見
た
が
、
何
の

手
が
か
り
を
も
得
な
い
。
門
司
氏
の
書
上
に
は
下
総
次
郎
三
郎
税
光
の
條
に
こ
の
文
書
を
か
上
げ
て
あ
る
が
、
太
政
法
服

坊
雑
掌
宗
慶
が
親
光
で
あ
る
か
ざ
う
か
も
、
勿
論
不
明
で
あ
る
が
、
門
司
氏
の
丈
普
さ
し
て
は
こ
れ
が
雌
古
の
も
の
で
あ

る
。
文
書
の
上
で
明
か
な
門
司
氏
の
組
先
は
宗
慶
を
以
て
蚊
初
の
も
の
ご
な
す
の
で
あ
る
。
筑
前
糸
脇
郡
の
海
賊
（
海

族
）
中
村
氏
が
志
度
祁
祇
の
祇
价
の
子
孫
で
あ
ら
う
ご
思
は
れ
る
や
う
に
太
政
法
眼
坊
の
名
は
門
司
八
幡
の
祇
倫
か
、
或

は
直
接
宇
佐
宮
の
宮
寺
の
開
係
蒋
、
こ
し
て
起
っ
た
名
で
あ
ら
う
。
今
こ
れ
が
誰
擁
を
得
ん
が
爲
め
に
、
彼
の
書
上
の
文
普

に
つ
い
て
門
司
氏
の
所
領
關
係
を
検
べ
て
見
た
い
・

概
唯
三
年
二
川
二
十
七
Ｈ
附
け
の
門
司
親
胤
の
、
安
壯
に
振
れ
ば
、
同
氏
の
親
類
の
中
に
郷
房
氏
あ
り
、
郷
房
氏
は
寺

院
關
係
よ
り
起
っ
た
家
名
ら
し
く
恩
は
れ
る
。
碓
氷
九
年
卯
川
二
十
日
、
大
内
盛
兇
が
門
司
中
務
少
輔
に
宛
て
た
所
領
安

〔
？
。
〕

堵
舩
に
亙
垂
剛
國
門
司
北
方
吉
志
郷
剛
衙
分
繩
大
通
寺
事
、
爲
曲
緒
所
、
還
付
之
候
也
」
《
己
あ
り
、
大
通
寺
が
門
司
氏

の
由
緒
の
所
領
ご
あ
る
も
、
門
司
氏
の
家
の
起
り
を
察
す
る
好
史
料
で
あ
ら
う
。
叉
元
亀
元
年
庚
午
士
一
月
廿
五
日
、
左

近
將
監
秘
胤
の
門
司
余
七
に
宛
て
た
所
領
讓
状
の
中
に
、
二
所
、
吉
志
郷
内
祓
門
分
事
」
ご
あ
り
、
叉
．
族
門
司
親

瀝
家
傅
書
御
判
物
扇
」
の
中
に
左
の
一
通
が
あ
る
。

I



を
あ
る
。
其
所
領
は
宇
佐
宮
に
近
く
辛
烏
の
内
久
包
八
町
、
及
び
彌
勒
寺
惣
堂
逹
職
さ
い
ふ
も
の
を
所
領
ざ
し
て
ゐ
る
卿

は
、
上
記
門
司
氏
の
本
家
の
所
領
文
書
に
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
寺
社
に
由
縁
あ
る
來
歴
に
参
照
せ
ぱ
、
太
政
法
服
房
の
名
の

起
り
に
つ
い
て
の
愚
考
が
必
ず
し
も
突
飛
に
あ
ら
ざ
る
》
」
さ
明
向
で
あ
ら
う
。

然
ら
ば
王
朝
以
來
直
接
Ⅷ
接
宇
佐
の
宮
寺
の
開
係
君
ざ
し
て
門
司
の
關
司
こ
な
り
、
子
孫
こ
れ
を
世
襲
し
て
門
司
氏
ど

な
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
太
政
法
眼
房
雑
掌
宗
慶
の
「
雑
掌
」
は
法
眼
房
の
雑
掌
の
意
か
。
恐
ら
く
太
政
法
眼
房
は
宗

腰
の
術
號
さ
見
ら
れ
る
か
ら
、
（
或
は
坊
名
か
ら
來
に
僧
號
か
も
知
れ
な
い
）
雑
掌
は
門
司
關
の
雑
掌
の
意
、
正
し
く
い

へ
ぱ
昔
の
門
司
政
所
の
雑
掌
の
意
琶
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
門
司
氏
は
平
安
時
代
以
來
門
司
別
岱
さ
し
て
、

宇
佐
の
宮
寺
の
縁
故
新
の
土
茄
し
た
も
の
で
あ
ら
う
か
、
或
は
武
家
時
代
に
な
り
、
地
頭
さ
し
て
新
に
入
部
し
た
武
家
の

系
統
の
豪
族
で
あ
ら
う
か
。

家
の
系
剛
に
は
前
に
述
べ
に
通
り
本
姓
は
藤
原
氏
、
大
友
氏
の
支
家
こ
あ
り
、
親
胤
に
賜
は
っ
た
元
弘
三
年
六
川
廿
日

の
任
修
理
亮
の
宣
旨
に
も
、
藤
原
親
胤
、
こ
あ
る
。
而
し
て
元
弘
三
年
八
川
Ⅱ
、
商
師
泰
證
判
の
下
總
次
郎
三
郎
税
弼
の
言

上
壯
に
、
「
欲
早
下
賜
安
堵
締
旨
致
奉
公
、
陸
奥
閏
含
津
内
上
荒
川
村
、
川
畠
在
家
事
。
右
枇
村
荊
、
依
蒙
古
弊
岡
之

門
司
閥
と
門
司
氏
二

‐
大
内
義
興
判

祭
前
國
規
矩
郡
、
門
司
伊
川
郷
内
本
領
分
井
川
河
郡
弓
削
川
庄
六
町
、
宇
佐
郡
辛
島
郷
内
久
包
八
町
二
段
地
、
宇
佐
宮

彌
勒
寺
惣
堂
逹
職
等
夏
、
帯
代
糞
證
判
、
父
民
部
丞
宗
房
讓
與
之
旨
、
門
司
彌
次
郎
依
親
領
掌
、
不
可
有
祁
逹
之
狄
如
件

氷
正
十
八
年
九
川

1

’
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Ⅲ
司
開
と
門
湖
氏
一
二

忠
、
去
肥
脳
年
中
、
令
拝
領
之
、
常
知
行
子
今
無
無
机
逹
粁
也
」
ご
あ
る
。
弘
安
元
冠
の
恩
武
に
宛
つ
く
き
土
地
は
九
州

に
於
て
雄
も
必
要
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
容
易
に
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
川
埼
莊
が
多
く
肥
前
の
豪
族
に
分
賜
さ
れ
、
そ
の

一
部
は
筑
前
の
新
共
に
も
賜
は
り
、
（
中
村
文
普
、
宗
像
丈
番
）
對
賜
の
薪
に
も
賜
は
っ
た
形
跡
が
あ
る
。
（
宗
家
価
内

判
物
帳
）
今
門
司
氏
が
奥
州
命
沖
に
於
て
之
れ
が
恩
武
を
賜
は
っ
た
の
は
、
九
州
に
於
け
る
恩
貧
地
の
不
足
に
曲
る
も
の

で
は
あ
ら
う
が
、
門
司
氏
が
常
時
に
至
っ
て
猫
ほ
關
東
奥
州
方
面
母
」
の
開
係
が
断
絶
し
て
ゐ
な
か
つ
に
事
を
論
す
る
も
の

で
は
な
か
ら
う
か
。
前
に
も
述
べ
た
や
う
に
凹
司
氏
は
大
友
氏
な
る
か
否
か
、
勿
論
確
誰
は
な
い
心
或
は
大
友
氏
Ｅ
孵
す

る
は
、
後
枇
大
友
氏
の
配
下
さ
な
り
た
る
に
始
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
關
東
、
奥
羽
に
關
係
あ
る
藤
原
氏
ご
い
へ
ぱ
大

友
、
宇
都
賞
小
川
の
諸
氏
の
如
き
、
秀
郷
流
肌
身
の
藤
原
姓
豪
族
の
子
孫
さ
す
一
べ
き
か
。
親
弼
は
下
總
次
邸
三
郎
、
秘

胤
は
下
總
修
理
亮
、
親
尚
は
下
總
左
近
將
監
ご
濡
し
、
秘
術
の
醜
か
ら
門
司
氏
を
稲
す
る
や
う
に
な
っ
て
ゐ
る
。
然
ら
ば

門
司
氏
は
阪
東
、
奥
羽
方
面
か
ら
來
り
凹
司
に
土
着
し
、
始
め
術
號
を
”
こ
稲
し
、
後
下
総
氏
ご
濡
し
、
改
め
て
門
司
氏
ご

稲
へ
た
秀
郷
流
の
藤
原
氏
の
出
身
、
こ
な
す
・
べ
き
も
の
Ｌ
や
う
で
あ
る
。

肺
生
古
誰
丈
古
書
類
窮
に
擦
れ
ば
、
門
司
氏
の
家
系
に
つ
き
更
ら
に
異
っ
た
論
が
立
て
ら
れ
る
〔
同
書
に
延
丈
凹
年
足
利

韮
詮
が
門
司
關
半
分
を
麻
生
氏
に
與
全
卜
教
普
に
、
古
の
所
恢
を
注
し
て
璽
苅
下
總
椛
守
入
迩
跡
」
ご
あ
り
、
門
司
氏

は
下
總
氏
ぐ
」
孵
し
て
一
ね
る
軸
か
ら
老
へ
て
黒
河
氏
が
門
司
氏
の
奮
姓
で
あ
る
如
く
に
も
恩
は
れ
る
。
若
し
果
し
て
然
ら

ば
、
門
司
氏
が
禽
津
に
於
一
Ｌ
弘
安
の
恩
武
雫
こ
し
て
上
荒
川
（
岩
代
北
含
津
郡
町
北
に
上
荒
久
剛
あ
り
、
上
荒
川
は
上
荒
久

川
か
）
を
賜
は
る
ご
い
ふ
事
も
解
樺
さ
れ
得
る
。
稗
津
黒
川
に
は
黒
川
氏
あ
り
、
華
名
氏
の
支
家
で
あ
る
。
推
名
氏
は
三

｜



浦
義
明
の
子
孫
で
あ
る
こ
い
は
れ
、
平
氏
の
名
家
で
あ
る
。
こ
の
説
は
前
記
門
司
藤
原
氏
、
こ
い
ふ
家
傅
さ
一
致
し
な
い
。

併
し
家
系
は
そ
の
家
の
博
へ
が
鼓
も
信
じ
難
い
も
の
あ
る
こ
》
己
は
門
司
氏
に
限
っ
た
》
ご
」
で
は
な
い
。
或
は
門
司
氏
輩
猪

平
氏
な
り
ご
」
す
る
の
が
］
鯉
に
近
い
か
も
知
れ
な
い
。
今
別
老
を
述
べ
、
判
断
を
後
日
の
考
に
讓
る
。
右
韮
訟
の
教
書
は
後

段
に
引
川
し
て
あ
る
。

俄
時
は
門
司
ざ
云
ふ
地
域
は
、
門
司
牛
踊
の
北
部
及
び
東
南
部
を
含
ん
で
ゐ
た
ら
し
く
、
こ
の
地
域
を
門
司
關
。
こ
も
孵

し
に
る
こ
ざ
、
忍
皐
前
凹
門
司
北
方
吉
志
郷
」
（
肥
永
九
）
、
こ
あ
る
の
を
、
「
豊
前
閏
門
司
關
吉
志
郷
」
、
ご
あ
る
に
擴
て

知
る
べ
く
、
門
司
氏
は
そ
の
關
司
な
る
こ
、
こ
前
に
雑
掌
の
意
味
を
述
べ
に
條
に
も
説
い
た
。
概
唯
二
扉
の
親
胤
の
目
安
舩

に
「
以
前
條
凌
軍
忠
次
弗
如
此
、
自
本
杢
在
關
役
町
致
忠
節
戦
功
事
、
悉
以
被
知
食
之
上
者
」
ゞ
こ
あ
る
。
同
二
年
大
館

氏
を
助
け
て
原
東
氏
の
海
賊
の
侵
入
に
對
し
て
も
、
専
ら
關
前
の
海
上
に
於
て
戦
っ
て
ゐ
る
。
然
ら
ば
始
め
か
ら
門
司
氏

は
關
司
・
こ
し
て
一
人
部
し
に
の
で
あ
ら
う
か
。
代
凌
の
讓
壯
に
は
門
司
關
司
こ
い
ふ
所
領
名
は
全
く
見
え
な
い
。
而
し
て
大

分
後
で
は
あ
る
が
、
元
唾
兀
年
の
観
胤
の
讓
状
の
所
傾
目
録
の
蚊
初
に
「
一
所
幾
前
間
門
司
淵
吉
郷
牛
加
地
頭
職
事
」
ご

あ
る
。
吉
志
郷
は
門
司
氏
の
本
恢
で
あ
る
こ
、
ご
他
の
文
書
に
樵
て
明
向
で
あ
る
。

源
平
皿
〈
亡
に
際
し
、
宇
佐
大
宮
司
公
房
は
、
日
來
平
氏
の
鰯
め
に
祇
勝
を
致
し
て
瓶
朝
の
勘
氣
を
蒙
ら
ぅ
さ
し
た
が
、

頼
朝
は
敬
祁
の
故
琶
以
て
公
房
に
宮
務
の
符
領
を
許
し
た
↓
こ
い
は
れ
る
。
（
山
槐
記
）
女
流
四
年
同
宮
逝
織
の
事
は
、
公

房
に
特
あ
る
に
依
て
之
砂
噸
は
し
め
ん
が
矯
め
に
、
そ
の
工
事
を
命
ぜ
ら
れ
ろ
か
壷
己
云
は
れ
た
。
（
吾
妻
鏡
）
太
宰
管
内

志
所
載
文
書
に
樵
れ
ぱ
、
宇
都
宮
左
術
門
が
宇
佐
に
來
っ
て
造
鱗
の
工
郡
を
兼
剛
し
て
ゐ
る
こ
さ
が
分
る
。
こ
れ
幾
前
字

門
司
關
と
門
司
氏
一
言
一

｡

Ｉ
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然
ら
ば
關
司
た
る
門
司
氏
の
こ
の
地
方
に
於
け
る
割
擁
の
地
理
的
形
勢
は
如
何
。
そ
の
所
領
を
老
ふ
る
に
、
本
領
吉
志

は
今
の
門
司
市
の
南
に
徴
り
、
門
司
牛
貼
の
東
南
岸
に
あ
る
。
門
司
氏
分
家
の
本
領
の
あ
る
伊
川
は
円
司
市
琶
吉
志
の
中

間
に
あ
る
。
そ
の
外
門
司
宗
家
は
柳
郷
倉
舟
の
名
主
職
を
有
し
て
一
更
卜
。
柳
郷
は
大
里
の
附
近
に
あ
り
、
瀬
戸
に
面
す
る

要
地
で
あ
る
。
叉
門
司
關
の
市
中
に
も
屋
敷
を
有
し
て
ゐ
た
。
元
躯
兀
年
の
讓
欣
に
は
．
町
門
司
傲
住
屋
敷
並
町
屋

敷
三
ヶ
所
等
更
」
さ
あ
り
、
分
家
も
亦
市
中
に
所
領
を
有
し
て
ゐ
た
。
天
正
十
年
の
門
司
飛
盛
の
讓
欣
に
．
、
同
門

門
司
棚
と
門
司
氏
一
四

佐
郡
佐
川
の
地
頭
宇
都
宮
氏
の
起
り
な
る
べ
く
、
宇
都
宮
氏
は
佐
川
氏
を
孵
し
、
後
豊
前
の
守
謹
ざ
し
て
威
を
振
ひ
、
宇

佐
の
祭
事
を
支
配
す
る
や
う
に
な
２
Ｌ
ゐ
る
。
頼
朝
の
宇
佐
の
勢
力
に
對
す
る
工
作
の
次
錐
を
察
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ

は
門
司
氏
の
門
司
入
部
の
次
第
を
老
ふ
る
参
考
こ
な
ら
う
ご
恩
ふ
。
察
す
る
所
司
門
氏
の
吉
志
郷
地
頭
雲
こ
し
て
入
部
し
た

の
も
、
凡
そ
鎌
倉
時
代
の
初
め
で
あ
っ
た
ら
う
か
。
書
上
の
交
番
に
擴
り
、
門
氏
の
↓
門
司
居
住
を
論
す
る
蚊
も
古
き
年
代

は
弘
安
で
あ
る
。
し
か
し
弘
安
役
に
既
に
勲
功
が
あ
っ
た
の
で
恩
蛍
を
行
は
れ
て
ゐ
る
位
で
あ
る
か
ら
、
其
の
門
司
入
部

は
弘
安
以
前
に
あ
る
こ
Ｅ
勿
論
で
あ
り
、
書
上
の
傅
説
等
を
参
考
し
て
鎌
倉
時
代
の
初
め
こ
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
そ
し
て

岱
時
門
司
氏
は
戦
朝
か
ら
吉
志
郷
の
地
頭
に
袖
せ
ら
狸
Ｌ
門
司
に
土
蒲
し
、
同
時
に
門
司
開
雲
笹
管
し
、
平
安
朝
以
來
の
門

司
關
の
歴
史
に
從
っ
て
直
接
に
は
門
司
八
幡
、
間
接
に
は
宇
佐
の
宮
寺
の
開
係
荷
さ
し
て
僧
職
僧
號
一
琶
繼
ざ
、
門
司
の
雑

掌
を
繼
承
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。

（
四
）
門
司
氏
の
威
容

◆
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司
津
町
屋
布
上
ケ
所
之
事
」
ご
あ
る
。
叉
貞
治
三
年
三
月
日
、
及
び
貞
治
川
年
川
川
日
、
少
式
冬
費
論
判
の
門
司
下
總
左

近
將
監
親
尚
の
軍
忠
状
に
振
れ
ば
、
門
司
一
族
に
し
て
門
司
關
一
方
の
支
配
者
で
あ
っ
た
「
開
一
方
若
狹
守
」
ご
稲
す
る

新
が
あ
っ
た
。
こ
比
に
い
ふ
開
は
關
所
の
意
で
は
な
く
、
或
る
地
域
を
指
し
に
地
名
さ
し
て
取
扱
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

貞
治
三
四
年
、
菊
池
氏
の
活
動
に
際
し
て
、
大
内
氏
も
之
れ
に
脳
寸
る
や
若
狹
守
は
猿
喰
城
に
椚
総
っ
て
親
尚
ご
戦
っ
て

ゐ
る
。
猿
喰
城
は
吉
芯
さ
伊
川
の
間
に
あ
る
。
此
の
時
大
内
氏
は
瀬
戸
を
渡
２
Ｌ
赤
坂
に
落
岸
し
、
猿
喰
城
の
兵
に
合
し

て
親
尚
さ
戦
っ
て
ゐ
る
。
赤
坂
は
小
倉
市
の
東
の
海
岸
、
大
里
の
西
南
海
岸
に
連
り
、
糊
時
に
於
は
大
切
な
船
蒲
き
で
あ

っ
た
。
文
明
十
九
年
川
月
二
十
日
の
、
大
内
氏
の
赤
間
關
、
小
倉
、
門
司
、
赤
坂
の
渡
り
賃
の
條
糞
に
｛
せ
き
ざ
赤
坂
こ

の
間
拾
文
」
（
小
倉
ざ
の
Ⅲ
考
交
、
門
司
と
の
Ⅲ
堂
文
）
、
ご
あ
る
。
大
内
氏
が
こ
上
に
藩
岸
し
て
猿
喰
城
に
唯
じ
得
た
所

以
は
赤
坂
が
關
一
方
の
門
司
氏
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ら
う
か
。
愉
時
諸
閏
の
豪
族
は
官
軍
賊
軍
《
己
別
れ
、

互
ひ
に
一
方
を
制
せ
よ
う
ざ
し
た
。
門
司
氏
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
か
っ
た
尋
乙
兇
え
る
。
此
の
家
に
つ
い
て
は
普
上
に
「
五

月
七
日
“
錨
太
宰
少
式
冬
妥
沙
秘
術
一
族
若
狹
守
同
脈
子
等
諾
那
爲
兵
根
将
被
宛
行
下
級
人
道
兀
親
内
半
分
、
割
分
之

庶
子
三
人
中
、
可
宛
行
之
判
物
癖
釧
紙
」
、
ご
あ
れ
ざ
、
別
紙
に
こ
の
添
丈
は
見
え
な
い
。
而
し
て
此
文
も
亦
文
意
が
よ
く
通

じ
な
い
が
、
少
式
氏
が
側
司
元
親
の
所
領
の
半
分
を
、
若
狹
守
及
び
岡
庶
子
等
に
分
誕
す
べ
き
こ
ざ
を
、
門
司
氏
の
組
領

に
る
親
尚
に
安
堵
せ
し
め
仁
も
の
で
あ
ら
う
。
今
門
司
剛
難
の
攻
争
の
沿
革
を
明
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
・

猿
喰
城
を
根
擴
ざ
し
へ
赤
坂
に
ま
で
ぬ
け
て
ゐ
に
↓
こ
想
像
さ
れ
る
關
一
方
の
Ⅲ
司
氏
の
勢
力
、
巳
、
前
記
の
門
司
叩
家
の
勢

力
ざ
を
合
併
し
て
、
全
門
司
氏
の
門
司
牛
肪
に
於
け
る
形
勢
を
老
へ
た
い
の
で
め
る
。
此
外
の
門
司
地
方
か
ら
離
れ
に
方

Ｑ

門
司
脱
と
拠
司
氏
一
五

I



’

､

〃

門
司
州
と
門
湖
氏
一
六

面
の
門
司
諾
家
の
所
領
に
つ
い
て
も
今
は
述
べ
る
必
要
が
な
い
。
、

中
枇
の
門
司
の
沖
の
町
は
今
の
門
司
市
の
字
本
村
及
び
古
凹
司
地
方
に
あ
っ
た
も
の
ど
恩
は
れ
る
。
而
し
て
そ
の
西
南

に
通
り
、
早
鞆
瀬
戸
を
擁
す
る
柳
棚
の
愈
研
い
名
主
職
を
有
し
て
ゐ
た
か
ら
、
今
の
門
司
港
一
帯
は
そ
の
勢
力
下
に
あ
っ

た
、
と
恩
ふ
。
柳
郷
は
柳
洲
さ
い
ひ
、
術
時
は
総
論
苔
場
で
あ
り
、
倉
刊
は
上
下
の
蛍
物
の
倉
敷
地
で
あ
っ
た
こ
さ
か
ら
起

っ
た
地
名
で
あ
ら
う
。
柳
浦
か
ら
史
に
小
倉
に
近
い
赤
坂
ま
で
典
の
勢
力
が
延
び
て
ゐ
た
。
か
く
て
半
烏
の
瀬
戸
に
面
す

る
要
地
を
抑
へ
る
、
ご
Ａ
も
に
、
牛
脇
の
内
海
海
岸
に
面
し
、
牛
肪
の
根
を
抑
へ
て
ゐ
る
。
由
來
海
賊
の
居
を
要
地
に
樵
へ

る
や
、
か
う
し
た
地
理
的
、
軍
覗
的
な
要
領
に
依
る
も
の
は
他
に
熱
例
が
少
く
な
い
。
肥
前
の
平
戸
城
、
鳥
羽
の
志
摩
城

は
や
上
こ
の
形
式
を
小
さ
く
し
化
も
の
、
安
藝
多
奨
谷
氏
の
鎌
刈
烏
の
三
瀬
城
は
史
ら
に
こ
れ
を
小
さ
く
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
構
へ
方
は
和
ひ
酷
似
し
て
ゐ
る
。
か
く
し
て
門
司
氏
は
東
西
、
即
ち
内
外
の
海
老
抑
へ
、
半
貼
を
断
ち
切
っ

て
一
大
城
廓
ご
な
す
こ
ぎ
を
得
、
そ
し
て
門
司
の
沖
の
背
後
即
ち
東
北
に
位
し
、
瀬
戸
に
臨
み
、
長
門
亜
汕
さ
和
對
す
る

城
山
を
以
一
Ｌ
關
所
及
び
沖
の
哩
接
の
守
り
ざ
し
た
の
で
あ
ら
う
。
門
司
氏
は
此
の
要
害
に
擁
て
海
陸
に
臨
ん
だ
。
地
か
た

に
於
げ
る
門
司
氏
歴
代
の
活
動
は
姑
く
措
き
、
海
上
に
對
し
て
は
共
の
勢
威
對
洋
赤
冊
を
唾
し
て
ゐ
に
や
う
で
あ
る
。
麻

生
氏
が
そ
の
根
擴
地
を
瀬
戸
の
近
く
有
し
、
門
司
氏
の
勢
力
を
飛
び
越
え
て
對
岸
赤
冊
關
に
於
て
戦
略
的
經
濟
的
、
地

歩
を
有
し
て
居
た
位
で
あ
る
か
ら
、
門
司
氏
も
亦
若
千
足
場
を
對
岸
に
有
し
て
ゐ
た
ご
恩
は
れ
る
。
槻
應
二
年
十
二
月
大

館
、
原
東
雨
氏
の
兵
船
数
十
艇
門
司
淵
及
び
門
司
氏
恢
内
の
浦
荏
に
抑
寄
せ
る
や
税
胤
は
敵
の
兵
船
二
艘
を
打
冊
め
て
居

り
、
翌
槻
肱
三
年
正
川
ま
た
門
司
蝿
に
押
寄
せ
て
來
に
敵
船
を
小
倉
に
蠣
退
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
等
の
勝
利
の
原
因
は
「
自



兄

剛
關
、
祁
胴
取
釆
丘
語
樽
浮
海
上
合
戦
之
間
」
（
親
胤
目
安
状
）
、
ご
あ
り
、
叉
こ
の
笹
一
月
に
は
「
門
司
赤
間
剛
關

能
中
途
海
上
仁
棹
、
向
兵
船
、
御
敵
船
五
艘
取
乗
、
凶
徒
数
十
人
令
誹
伐
畢
生
虚
数
輩
有
之
」
（
同
上
）
ご
あ
る
に
依
て

諒
解
さ
れ
る
。
即
ち
右
の
丈
に
見
え
る
如
く
、
常
に
赤
刑
毒
こ
Ⅶ
司
直
剛
方
よ
．
り
川
で
上
敵
を
挾
準
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ

る
。
而
し
て
か
く
の
如
き
陣
形
を
取
る
に
つ
堅
Ｌ
は
、
對
岸
赤
間
開
方
面
に
於
て
も
門
司
氏
が
共
の
足
場
を
右
せ
ざ
れ
ば

不
可
能
の
こ
き
さ
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

門
司
ざ
な
ら
ん
で
古
の
山
鹿
海
賊
の
勢
力
を
繼
承
し
、
玄
海
を
支
配
し
た
新
は
東
筑
前
の
豪
族
麻
生
氏
で
あ
る
。
麻
生

唖

氏
の
事
は
次
回
の
稲
に
護
り
に
い
。
今
単
に
麻
生
氏
雪
こ
門
司
こ
の
交
渉
に
つ
い
て
の
み
述
べ
る
。
勿
論
史
料
は
甚
淀
少

い
。
麻
生
古
誇
丈
古
書
麺
痢
に
麻
生
氏
宛
左
の
如
き
足
利
韮
詮
の
下
知
壯
が
辿
っ
て
ゐ
る
。
こ
上
に
見
ゆ
る
「
門
司
關
」

を
い
ふ
の
は
關
所
で
は
な
く
し
て
、
地
方
名
ご
解
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
前
に
述
べ
た
凹
司
若
狭
の
所
恢
門
司

關
一
方
を
指
す
か
。
察
す
る
所
若
狹
守
共
が
、
貞
治
年
中
官
軍
に
雁
じ
て
居
る
が
、
既
に
延
文
中
賊
軍
に
背
反
し
て
ゐ
た

』

の
で
、
或
は
足
利
氏
は
右
の
所
恢
を
箔
狹
守
か
ら
淡
收
し
て
、
柑
時
功
鍔
の
あ
っ
た
琶
思
は
れ
る
卿
生
氏
に
鋤
し
て
勲
功

の
地
さ
し
て
給
與
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
或
は
反
對
に
若
狹
守
の
所
恢
關
一
方
を
麻
生
氏
に
典
へ
た
の
で
、
若
狹
守

が
賊
軍
に
反
い
た
ど
も
老
へ
得
ら
れ
る
。

御
袖
判
坤
氏
公
姉
男
装
維
公

門
司
脱
と
門
司
氏

（
五
）
他
家
と
の
所
領
交
渉ｒ

１
．
１
１

e

-し

、

「



l
l

、

■

脈
Ｉ
望
Ｆ
・
側
⑩
祁
挫
而
択

こ
の
文
書
は
門
司
關
所
政
所
さ
宛
て
Ｌ
あ
る
が
、
そ
の
蜜
は
、
門
司
開
政
所
の
雑
掌
琴
」
秘
し
た
こ
さ
の
あ
る
ざ
恩
は
れ

る
門
司
氏
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
政
所
の
稲
呼
の
川
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
所
か
ら
老
へ
て
門
司
關
の
亜
要
性
の
辮
大
し
ぎ
」

っ
こ
が
偲
ば
れ
る
。
こ
上
に
門
司
氏
を
門
司
關
の
「
給
主
」
ざ
稲
し
て
關
の
政
所
さ
別
に
し
て
ゐ
る
芭
思
は
れ
る
軸
が
興
味

の
多
い
所
で
あ
る
。
尊
氏
は
門
司
政
所
職
附
脇
の
川
地
の
内
の
一
部
共
の
外
合
竺
Ｌ
若
干
を
松
尾
祁
祗
に
寄
附
し
た
の
で

門
司
開

政

所

川
副
棚
と
Ⅲ
測
氏
一
八

●

１

二
Ｃ
ｒ
ｊ
《
、
△
《
即
い
↑
帆
Ｌ

一
マ

磯
前
側
門
司
關
牛
分
郷
神
遡
岬
聯
岡
剛
近
皿
〈
付
側
板
川
、
筑
前
叫
逃
久
里
亜
《
紬
、
川
剛
得
善
村
等
代
官
職
巡
所
彼

マ
）

戒
、
牛
蛮
以
下
任
先
例
、
可
致
沙
汰
之
肱
如
件
、

延
文
叫
年
十
川
叫
Ｈ

肺
生
上
總
介
殿
・

麻
生
門
司
剛
氏
は
地
理
的
に
も
剛
立
し
難
い
開
係
に
あ
る
。
興
流
凹
年
の
秘
術
の
軍
忠
壯
に
も
親
尚
は
貞
淌
三
年
十
一
川

十
七
Ⅱ
卿
生
山
に
押
渡
り
、
小
倉
方
而
の
戦
ひ
に
川
陣
し
て
ゐ
る
こ
、
と
が
見
え
て
ゐ
る
。

猫
ほ
こ
Ｌ
に
紹
介
す
べ
蓉
事
が
あ
る
・
束
文
書
（
山
城
）
に
左
の
如
き
尊
氏
の
御
教
普
が
あ
る
。

松
尾
壮
御
師
正
禰
立
相
枇
巾
御
寄
附
地
事
、
盤
前
閏
門
司
關
給
主
等
各
致
相
諭
、
不
打
渡
下
地
云
有
所
詮
政
所
知

行
分
之
山
地
武
町
、
燗
又
庶
子
等
分
之
山
地
壷
町
、
畠
蛍
町
、
随
分
限
之
多
少
、
令
配
分
之
、
急
速
可
打
渡
祁
枇
之

代
官
、
若
猶
寄
事
於
左
万
、
令
遁
避
之
折
、
可
被
唯
罪
科
之
旨
、
所
被
仰
下
也
、
価
執
達
如
件

建
武
式
年
五
川
七
日

参
河
椛
守
（
花
押
）

I
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氏
の
發
展
、
門
司
隙
の
藥
榮
ご

石
清
水
文
書
に
擦
れ
ば
、
大
一

（
端
書
典
）

「
尾
州
御
打
渡
壯
案
文
」

あ
る
が
、

見
て
も
諒
解
さ
れ
る
。

起
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

一
弐
｝
水
》
弧
一
Ｆ
二
・
冊
箆

さ
あ
り
、
房
炭
が
刑
年
岡
日
附
毛
利
余
三
に
宛
て
、
右
の
所
恢
を
知
親
代
に
打
渡
す
べ
き
こ
芭
を
沙
汰
し
た
打
渡
肱
も

あ
る
。
此
の
所
領
の
授
受
は
大
内
氏
、
迫
門
司
氏
こ
の
和
ひ
對
開
係
の
み
に
依
て
行
は
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
宇
美
莊

の
恢
家
石
清
水
八
幡
の
介
在
し
て
ゐ
仁
で
あ
ら
う
こ
さ
は
、
此
の
文
普
が
布
流
水
八
幡
の
文
書
の
中
に
遡
っ
て
ゐ
る
卿
を

見
て
も
諒
解
さ
れ
る
。
而
し
て
宇
美
八
幡
ざ
門
司
ざ
は
、
鍵
に
述
・
ぺ
た
様
な
上
枇
以
来
の
關
係
の
あ
る
こ
ゞ
己
が
こ
比
に
想

今
一
つ
述
葛
べ
き
こ
さ
は
、
Ⅲ
司
氏
が
麻
生
氏
の
所
領
に
喰
込
ん
だ
こ
、
己
で
あ
る
。
門
司
氏
普
上
、
門
司
分
家
の
文
書

に
、
大
内
義
與
袖
判
、
明
雁
八
年
三
剛
冊
六
Ⅱ
附
、
門
司
民
部
永
宗
房
宛
て
に
大
内
氏
の
下
知
肱
が
あ
る
。
こ
の
下
知
状

門
司
肌
と
門
測
氏
一
九

筑
前
國
糟
屋
那
宇
美
庄
内
七
町
癖
隷
獅
椛
癖
所
地
蕊
被
充
行
門
司
兵
部
丞
矩
親
之
運
橋
爪
美
濃
守
、
吉
川
若
狭

守
、
仁
保
右
衞
門
大
夫
奉
書
之
旨
、
下
地
云
、
術
土
貢
云
、
速
可
被
打
渡
之
壯
如
件

天
丈
廿
一
年
十
一
川
廿
二
日
尾
張
守
（
陶
暗
斑
）
御
州

天
丈
廿
一
年
十
一
月
竹
二
日

（
房
魔
）

毛
利
河
内
守
殿

門
司
氏
の
一
族
互
ひ
に
相
諭
し
て
下
地
を
松
尾
牡
に
附
す
る
こ
・
こ
む
肯
か
な
か
っ
た
様
子
が
窺
は
れ
る
。
阿
司

、
門
司
關
の
繁
榮
さ
々
こ
も
に
他
勢
力
己
の
交
渉
も
益
里
複
雑
化
し
て
来
た
や
う
で
あ
る
。

書
に
蝶
れ
ぱ
、
大
内
氏
が
石
浦
水
》
ハ
幡
の
燕
悶
筑
前
宇
美
の
莊
内
に
て
若
干
の
土
地
を
門
司
氏
に
給
し
て
ゐ
る

凸
宇

１
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門
司
關
と
門
司
氏
二
○

に
依
て
安
堵
せ
し
め
ら
れ
た
所
領
の
中
に
、
「
磯
前
岡
剛
河
郡
の
剛
球
町
」
あ
り
、
そ
の
注
に
は
「
麻
生
彌
三
郎
跡
」
、
と

あ
る
。
又
同
年
凹
川
十
三
、
附
、
Ｍ
人
袖
判
、
岡
人
宛
て
同
氏
の
下
知
状
が
あ
る
。
こ
れ
に
依
て
安
堵
せ
し
め
ら
れ
た
所

領
の
中
に
「
豊
前
剛
川
河
郡
弓
削
川
庄
内
陸
町
」
あ
り
、
そ
の
注
に
も
「
麻
生
彌
三
郎
跡
」
ご
あ
る
。
門
司
氏
が
大
内
氏

に
篠
て
隣
雄
麻
生
氏
の
勢
力
に
喰
込
み
つ
上
あ
っ
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

中
世
以
來
、
門
司
は
港
壷
こ
し
て
火
に
淵
注
し
、
殊
に
支
那
朝
鮮
ざ
の
往
來
上
益
産
亜
要
地
鮎
ご
な
っ
た
。
叉
宝
町
時
代

に
於
け
る
中
幽
ご
九
州
ご
の
攻
守
は
門
司
關
を
し
て
益
糞
そ
の
政
治
的
、
戦
略
的
意
義
を
重
大
な
ら
し
め
た
。
後
日
こ
れ

等
の
諸
軸
を
老
へ
、
合
は
せ
て
門
司
氏
の
防
長
へ
の
退
却
を
述
べ
た
い
。

6

「




